
３０号 ２９号

別表５ 別表５

農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

・・・・・・・ （イ） ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ （イ） ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

（ロ） ・・・・・・・ （ロ） ・・・・・・・

Ａ ・・・・・・ Ａ ・・・・・・

土地の上に存す 土地の上に存す

る権利…次のい る権利

ずれかの書類

（Ａ） ・・・・・ ・・・ （Ａ） ・・・・・ ・・・

（Ｂ） ・・・・・ ・・・ （Ｂ） ・・・・・ ・・・

Ｂ ・・・・・・ Ｂ ・・・・・・

土地の上に存す 土地の上に存す

る権利…次の書 る権利

類

（Ａ） ・・・・・ ・・・ （Ａ）・・・・・ ・・・

（Ｂ） ・・・・・ ・・・ （Ｂ）・・・・・ ・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（削除） 土地等（※１） 左記の事業に係る 農用地 措置法３４ ※１「土地

につき農用地整備 農用地整備事業実施 整備公 条の３ 等」とは

公団法第１９条第１ 計画において準用す 団の長 ２項６号 、農用地

項第１号イ《業務 る土地改良法第８条 措置法規 整備公団

の範囲》の事業（ 第５項第２号若しく 則１８条３ 法第１９条

※２）が施行され は第３号《審査及び 項１０号 第１項第
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－５７－



改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

た場合において、 公告等》に掲げる要 １号イに

当該土地等に係る 件を満たす同項の非 規定する

換地処分により同 農用地区域を定め、 農用地及

法第２３条第２項《 又は農用地整備公団 び農用地

換地計画》におい 法第２３条第２項にお の上に存

て準用する土地改 いて準用する土地改 する権利

良法第５４条の２第 良法第５３条の３の２ に限る。

４項《換地処分の 第１項第１号に規定 また、

効果及び清算金》 する農用地に供する 「農用地

に規定する清算金 ことを予定する土地 」とは、

（当該土地等につ を定めている旨及び 耕作の目

いて、農用地整備 清算金の支払いをし 的又は主

法第２１条第６項《 た旨を証する書類 として家

農用地整備事業実 蓄の放牧

施計画》において の目的若

準用する土地改良 しくは養

法第８条第５項第 蓄の業務

２号《審査及び公 のための

告等》に規定する 採草の目

施設の用若しくは 的に供さ

同項第３号に規定 れる土地

する農用地以外の をいう。

用途に供する土地 ※２ 農用

又は農用地整備公 地の改良

団法第２３条第２項 又は保全

において準用する のために

土地改良法第５３条 必要な区

の３の２第１項第 画整理、

１号に規定する農 客土、暗
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用地に供すること きょ、排

を予定する土地に 水等の事

充てるため農用地 業又はこ

整備公団法第２３条 れらに準

第２項において準 ずる事業

用する土地改良法 （これら

第５３条の２の２第 に併せて

１項《換地を定め 行う農用

ない場合等の特例 地の造成

》の規定により、 を含む。

地積を特に減じて ）をいう

換地若しくは当該 。

権利の目的となる

べき土地若しくは

その部分を定めた

こと又は換地若し

くは当該権利の目

的となるべき土地

若しくはその部分

が定められなかっ

たことにより支払

われるものに限る

。）を取得すると

き

・・・・・・・ （イ） ・・・・・・・ ・・・ 措置法３４ ・・・・・・・ （イ） ・・・・・・・ ・・・ 措置法３４

（ロ） ・・・・・・・ ・・・ 条の３ （ロ） ・・・・・・・ ・・・ 条の３

２項６号 ２項７号

措置法規 措置法規

則１８条３ 則１８条３

項１０号 項１１号

・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法３４ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法３４

条の３ 条の３

２項７号 ２項８号
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改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

措置法規 措置法規

則１８条３ 則１８条３

項１１号 項１２号

・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法３４ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法３４

条の３ 条の３

２項８号 ２項９号

措置法規 措置法規

則１８条３ 則１８条３

項１２号 項１３号

・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法３４ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法３４

条の３ 条の３

２項９号 ２項１０号

措置法規 措置法規

則１８条３ 則１８条３

項１３号 項１４号
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